
 

 

 

河川の河口付近におけるさけ・ます採捕の制限に関する委員会指示（案） 

に対する遊漁団体からの意見について　 

 

令和８年２月10日　 

 

○　今回の委員会指示（案）については、規制内容に変更はなく致し方ない。 

 

○　委員会指示が発動される場合、遊漁者に加え、行政、警察などの取締機関

　に対し、委員会指示の内容の周知徹底をお願いする。 

 

○　ふ化放流事業の今後のあり方を危惧している。 

 

○　河口規制が増えると釣り場が減り危険な場所に行く遊漁者が増えることが

　懸念される。 

 

○　ライセンス料は資源の保護増殖や監視など必要経費に充てられており、サ

　クラマスの陸釣りライセンス導入による環境整備が期待できるので、導入事

　例を参考にしながら検討してみてはどうか。 

 

○　行政と定期的に意見交換しながら、遊漁者が安全安心に楽しく釣りができ

　る環境を整備していきたい。 


